
 

 

海の課題解決に向けた実証事業（海プロジェクト）補助金交付要綱 

 

令和４年７月１日 企画調整局長決定 

（目的） 

第１条 この要綱は、海の課題解決に向けた実証事業（海プロジェクト）に対し補助金を交付すること

により、海洋に関する技術の高度化を神戸の海で促進し、神戸市の海洋産業の振興を図ることを目的

として、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）、神戸市

補助金等の交付に関する規則（平成 27年３月神戸市規則第 38 号。以下「補助金規則」という。）に

定めがあるもののほか、当該補助金の交付等に関して必要な事項を定める。 

 

（補助対象事業） 

第２条 補助対象となる事業は、海の課題解決に向けた実証事業（海プロジェクト）選定委員会（以下

「選定委員会」という。）において採択された事業（以下「補助対象事業」という。）とする。 

 

（補助対象事業を実施する者） 

第３条 補助対象事業を実施する者は、選定委員会において補助対象事業が採択された者（以下「採択

者」という。）とする。 

 

（補助対象経費） 

第４条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表１に掲げるものとする。ただ

し、金額は、消費税及び地方消費税を除いたものとする。 

   

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、予算の範囲内で次表のとおりとする。ただし千円未満の端数が生じた場合は、

これを切り捨てた額とする。 

募集事業 補助金の額 

課題指定型 １提案につき３００万円を限度とする 

企業提案型 補助対象経費の２分の１以内の範囲で、１提案につき３００万円を限度とする 

 

（交付申請） 

第６条 採択者は、補助金規則第５条第１項に基づき補助金の交付を申請するときは、次に掲げる書類

を市長が指定する期日までに、市長に提出しなければならない。 

(1) 補助金交付申請書（様式第１号） 

(2) 事業計画書（任意様式） 

事業計画書には、実証の概要及び方法、本実証で活用する技術など必要な事項のほか、費用の

執行計画、実施体制、実施スケジュール、実証で見込まれる成果について記載すること。 

(3) 補助対象事業に係る収支予算書（任意様式） 

 

 



 

（交付の決定） 

第７条 市長は、補助金規則第６条による補助金の交付決定を行うときは、補助金交付決定通知書（様 

式第２号）により補助金の交付を申請した者（以下「申請者」という。）に通知するものとする。 

２ 市長は、補助金規則第６条第３項による補助金の交付が不適当である旨の通知を行うときは、補

助金不交付決定通知書（様式第３号）により申請者に通知するものとする。 

 

（補助対象事業の変更等） 

第８条 採択者は、補助金規則第７条第１項第 1号に掲げる承認を受けようとするときは補助金交付決

定内容変更承認申請書（様式第４号）を、同第２号に掲げる承認を受けようとするときは補助対象事

業等中止（廃止）承認申請書（様式第５号）を、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、承認することが適当で

あると認めたときは、その旨を補助金交付決定変更通知書（様式第６号）又は補助対象事業中止（廃

止）承認通知書（様式第７号）により、採択者に通知するものとする。 

 

（実績報告書の提出） 

第９条 採択者は、補助金規則第 15 条に基づき補助対象事業の実績を報告しようとするときは、次に

掲げる書類を当該補助対象事業の完了後（補助対象事業の廃止の承認を受けたときを含む。）１か月

以内、又は当該補助金の交付決定日の属する市の会計年度の終了後 10 日以内のいずれか早い日まで

に、市長に提出しなければならない。 

(1) 補助対象事業実績報告書（様式第８号） 

(2) 事業の実施状況がわかる書類（任意様式） 

・実証の概要及び方法、本実証で活用した技術などの課題解決策に関する詳細、実証や技術開発によ

って得られた成果、それにより見込まれる（達成した）課題解決の効果、提案技術に関する残された

課題と今後の改善の進め方、方針等を記載するものとする。 

(3)補助対象事業に係る収支決算書（任意様式） 

 

（交付額の確定） 

第 10条 市長は、補助金規則第 16条による補助金の交付額の確定を行ったときは、補助金額確定通知

書（様式第９号）により、速やかに採択者に通知するものとする。 

 

（補助金の請求） 

第 11 条 採択者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書（様式第 10 号又は 11 号）

を、前条の補助金額確定通知書受領後直ちに市長に提出しなければならない。 

２ 前項の請求があったときは、市長は速やかに補助金を採択者に支払うものとする。 

 

（交付決定の取消し） 

第 12条 市長は、補助金規則第 19条による補助金の交付決定の全部又は一部を取消したときは、速や

かに、その旨を補助金交付決定取消通知書（様式第 12号）により当該採択者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を取消した場合において、既に補助金を交付しているとき

は、期限を定めて補助金を返還させるものとする。 



 

 

（帳簿等の保存期間）  

第 13条  採択者は、補助対象事業にかかる帳簿及び書類を、当該補助対象事業の完了の日から起算し

て５年を経過した日の属する市の会計年度末日まで保存しなければならない。 

 

（その他） 

第 14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、所管局長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年７月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年５月１日から施行する。 

  



 

●補助対象経費 

経費科目 内容 

消耗品費 

実証実験の実施に直接要した消耗品の購入に要する費用等 

※耐用年数 1年未満又は取得価格 10万円未満の消耗品の購入に関する費用 

（例） 

・ソフトウェア ※バージョンアップを含む 

・パソコン周辺機器、CD-ROM、DVD-ROM等 

・工具、実験器具類など 

原材料費、 

装置借上費等 

・実証実験の実施に直接要した原材料の購入に要する経費等 

・機械装置等の改良・借上又は修繕に要する経費等 

※実証事業で必要な機械装置は借上（リース・レンタル）を原則とするが、借上によ

る調達が困難、汎用性が無い、使用期間を考慮すると購入する方が安価である等の合

理的な理由がある場合は、本市と事前協議のうえ、購入費として認める場合がある。 

調査費 
各種文献・データ資料の収集に必要と認められる経費等 

（例）シンポジウム参加費、論文閲覧等に要する経費等 

外注費 

実証実験に直接必要な装置等の外注加工、メンテナンス、データの分析等の外注にか

かる経費等 

（例） 

・機械装置、備品の操作・保守・修理等の業務請負 

・設計（仕様を指示して設計されるもの）、試験、解析、検査、部材の加工等の業務請

負等 

直接人件費 

実証実験に直接従事した者や、補助的に作業の一部を担当する者の人件費。ただし補

助金確定額の２分の１を上限とする。 

※人件費の算定にあたっては、提案者の給与規程等によるものとし、必要に応じて給

与規程等の提出を求める場合がある。 

謝金 

実証実験の実施に必要な知識、情報、技術の提供に対する経費等 

※謝金の算定にあたっては、提案者の謝金支給規程等によるものとし、必要に応じて

謝金支給規程等を求める場合がある。 

旅費 

実証実験を実施するにあたり、業務を担当する者の神戸市への出張又は移動にかかる

経費（交通費、宿泊費、日当） 

※各種文献・データ資料の収集のための調査に係る旅費は含まれないものとする。 

※必要に応じて旅費規程等の提出を求める場合がある。 

運搬費 
実証実験の実施に必要な物品や機材の運搬に要する費用等 

（例）レンタカー代、郵送代等 

その他 その他、市長が必要かつ適当と認める実証実験の実施にかかる経費 

 

別表１ 


